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θ口・文化の冒

密冒 '勤労感謝の日

傭 月,肋 ク勁 ♭♂′ 月の税務と労務
国 税/10月分源泉所得税の納付   国 税/3月 決算法人の中間申告

11月 10日                   12月 1日
国 税/所得税予定納税額の減額申 国 税/個人事業者の消費税等の中
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言青         11月 17日 間申告 12月 1日

国 税/所得税予定納税額第2期分  地方税/個人事業税第2期分の納付
の納付 12月 1日

国 税/9月 決算法人の確定申告
(法人税・消費税等)12月 1日

国 税/12月 、3月、6月 決算法人の
消費税等の中間申告

(年 3回の場合)12月 1日

都道府県の条例で定める日

労 務/労働保険料第3期分の納付
12月 1日

(労働保険事務組合委託の

場合12月 14日 まで)
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※税を考える週間 11月 11日 ～11月 17日

原告訴訟
国が原告となり、訴訟を起こすこと。滞納国税を回収するため、

代表的なのが「差押債権取立請求訴訟」で、国が、滞納者の第三債

務者に対する債権を差し押さえた場合、その取立権に基づき第三債

務者からその債権を取り立てるために起こす民事訴訟です。滞納整

理促進策として国税当局は活用しています。

ワンポイント

賃倍機械に係る
修繕費と資本的支出

当社は、 3年前に賃借 している機

械について修繕と資本的支出を行い

ました。この支出は、税務上、どの

ように取扱われるのでしょうか。なお、この

機械の賃貸借契約では、賃借期間の更新は可

能で、賃借中の諸費用の負担は借主となって

おリヘこの諸費用の負担にかかる有益費請求

や買取請求はできません。

機械等の賃借をし、使用するため

に支出する据付費やその他の費用に

ついては繰延資産に該当し、原則と

して、その機械等の耐用年数の10分のアに相

当する年数で償却を行います。

ご質問の賃借中の諸費用の負担が貴社とな

っている場合の賃借中の機械等に対 して行っ

た修繕や資本的支出については、貴社にとっ

ては自己所有の機械等に対 してこれらの費用

を支出した場合と同様に取り扱います。

従って、修繕に該当するものはその支出時

の損金となり、資本的支出に該当するものは

資産計上を行い、以後へ減価償却の方法によ

り費用化 します。

なお、減価償却 をする場合の耐用年数は、

その機械等の耐用年数 となります。ただし、

賃借期間の定めがあるもの (賃借期間の更新

ができないものに限ります)で 、かつ、有益

費請求や買取請求をすることができないもの

については、その賃借期間を耐用年数として

償却することができます。

また、消費税の取扱については、修繕又は

資本的支出を行った場合のこれらの費用は、

これらの修繕又は資本的支出をした日の属す

る課税期間の課税仕入れ等に係る支払対価に

該当 します。

小
規
模
企
業
共
済
制
度
の
掛
金

閣
卿
　
業
蛸
瀞
向
腑
雄
附
↑
おノ！、
咄
非
雛

日
、
そ
の
掛
金
を
当
社
の
費
用
と
し
て

支
払

い
ま
し
た
が
、
ど
の
よ
う
に
処
理

す
れ
ば
よ
ろ
し
い
で
す
か
？

一
定
規
模
以
下
の
法
人
の
役

員
は
小
規
模
企
業
共
済
制
度
に

で
き
ま
す
。
個
人
が
加
入
す
る
制

、
掛
金
は
そ
の
個
人
が
負
担
す
べ

き
も

の
で
す
。

従
っ
て
、
役
員
の
掛
金
を
法
人
が
支

辱契答

払

っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
役
員
に
対
す

る
給
与
と
さ
れ
、
こ
の
役
員
給
与
と
な

る
金
額
は
、
そ
の
経
済
的
利
益
の
額
が

毎
月
概
ね

一
定
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
ま

す
の
で
、
定
期
同
額
給
与
に
該
当
し
、

原
則
と
し
て
損
金
算
入
さ
れ
ま
す
。
し

か
し
、
過
大
役
員
給
与
に
該
当
す
る
場

合
に
は
損
金
不
算
入
と
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
こ
の
掛
金
は
小
規
模
企
業
共

済
等
掛
金
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

通年度分についての修正申告
に伴う事業税の損金算入時期

区王]正言彗讐遊電留写詈ご詈 [ぱ今?信
たが、所得の増加に伴って増加する事業税は、

どの年度の損金となるのでしょうか ?

1田I税言壱積言ぞF言笥菅τ奪妖癌畠響
書の提出があった日の属する事業年度の損金

となります。ただし、前期分の事業税は、当

期末までに申告、更正又は決定がない場合で

も当期の損金の額に算入することができま

す。

また、当期の確定申告書を提出した後に前

期分の所得が増加 し、それに伴い事業税も増

加することとなる場合は、当期分の申告につ

いて修正申告又は更正が行われる際に、その

増加する事業税を損金の額に算入 して所得計

算をすることができます。

なお、前々期分の増加事業税は前期分の修

正申告の計算で損金の額に算入することがで

きます。
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４
　

一
定
の
飲
食
費
の
除
外

平
成
卜
八
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
り
、

損
金
不
算
入
と
な
る
交
際
費
等

の
範
囲

か
ら

一
人
当
た
り
五
千
円
以
下
の

一
定

の
飲
食
費
を
除
外
す
る
措
置
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
①

条
件
は
、
次
の
三
つ
で
す
。

①
　
取
引
先
な
ど
の
接
待
の
た
め
の
飲

食
費

で
あ
る
こ
と

（
し
た
が

っ
て
、

社
内
飲
食
費
は
除
外
）

②

　
一
人
当
た
り
の
金
額
が
五
千
円
以

下
で
あ
る
こ
と

（平
均
で
良
い
）

③
　
以
下
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を

保
存
し
て
い
る
こ
と

ア
　
そ
の
飲
食
等
が
あ

っ
た
年
月
日

イ
　
そ
の
飲
食
等
に
参
加
し
た
得
意

先
、
仕
入
先
そ
の
他
事
業
に
関
係

の
あ
る
者
等

の
氏
名
又
は
名
称
と

そ
の
関
係

ウ
　
そ
の
飲
食
等
に
参
加
し
た
者
の

人
数

工
　
そ
の
飲
食
等

の
た
め
に
要
す
る

費
用
の
金
額
並
び
に
飲
食
店
、
料

理
店
等
の
名
称
及
び
そ
の
所
在
地

５
　
具
体
例
Ｑ
＆
Ａ

国
税
庁
か
ら
飲
食
費
に
関
す
る
取
り

扱
い
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、

関
心
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
Ｑ
＆

Ａ
で
紹
介
し
ま
す
。

Ｑ飲
食
費
に
は

「
社
内
飲
食
費
を
含
ま

な

い
こ
と
」
と
さ
れ
て

い
ま
す
が
、

接
待
す
る
相
手
方
で
あ
る
得
意
先
が

一
人
で
も
参
加
し
て
い
れ
ば
よ

い
の

で
し

ょ
う

か
。

食
費

の
う
ち

「
社
内
飲
食
費
」

に

て
は
、　
一
人
当
た
り
五
千
円
以
下

の
で
あ

っ
て
も
、
原
則
と
し

て
、

費
等

の
範
囲
か
ら
除
か
れ
る
こ
と

り
ま
せ
ん

（
た
だ
し
、
他

の
会
議

費
用
と
し
て
交
際
費
等

の
範
囲
か

か
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）
。

の
社
内
飲
食
費
に
関
し
て
は
、
仮

待
す
る
相
手
方
で
あ
る
得
意
先
等

人

で
あ

っ
て
も
、
そ
の
飲
食
等

の

に
自
己
の
従
業
員
等
が
相
当
数
参

る
必
要
が
あ

っ
た

の
で
あ
れ
ば
、

飲
食
費
に
該
当
す
る
こ
と
は
あ
り

ん
が
、
得
意
先
等

の
従
業
員
を
形

に
参
加
さ
せ
て

い
る
と
認
め
ら
れ

合
に
は
、
社
内
飲
食
費
に
該
当
す

と
が
あ
り
ま
す
。

交

際
費
等

の
範

囲

か
ら
除

か
れ

る

こ

と
と
な

っ
た

一
人
当

た

り
五
千

円
以

下

の
欲
食

費

で
あ

る
か
ど
う

か
の
判

定

は
、
ど

の
よ
う

に
行

う

の

で
し

ょ

う
か
。

〔Ａ交
際
費
等
の
範
囲
か
ら
除
か
れ
る
飲

寄付金

売上割戻し

広告宣伝費

販売奨励金

情報提供料

福利厚生費

給与

会議費

現地案内費用

取材費

交
際
費

に

つ
い
て
は
、
法
人

で
あ
る

以
上
、　
一
定

の
課
税

の
取
扱

い
を
受
け

る
た
め
、
法
人

の
経
理
に
携
わ
る
人
に

は
必
須
知
識
と
な

っ
て
い
ま
す
。

忘
年
会
な
ど
飲
食

の
機
会
も
多
く
な

る
時
期
も
近
づ

い
て
来
て

い
る
こ
と
か

ら
、
交
際
費

に

つ
い
て
以
下
、
ポ
イ

ン

ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

―
　
交
際
費
課
税
の
趣
旨

交
際
費
は
、
企
業
会
計

で
は
費
用
と

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
税
務
上
は
交
際
費

支
出
に
対
す
る
社
会
的
批
判
も
考
慮
し

て
、
冗
費

の
節
約
に
よ
る
企
業
経
営

の

健
全
化
と
自
己
資
本

の
充
実
と

い
う
観

点
か
ら
、
原
則
と
し
て
損
金
と
さ
れ
な

い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
資
本
金

一
億
円
以
下

の
中

小
企
業
に

つ
い
て
は
、
競
争
力

の
弱
さ

等
を
配
慮
し
、
年
四
〇
〇
万
円
ま
で
の

交
際
費
に
限
り
、
そ

の
九
〇
％
が
経
費

と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

２
　
交
際
費
等
の
範
囲

交
際
費
等
と
は
、
法
人
が
事
業
に
関

係

の
あ
る
者

（仕
入
先
、
得
意
先
、
そ

の
法
人

の
株
主
、
役
員
、
従
業
員
等
）

に
対
し
て
、
接
待
、
供
応
、
慰
安
、
贈

答
等

の
た
め
に
支
出
す
る
費
用
を

い
い

ま
す
。
税
法
上

の
交
際
費
等

の
範
囲
は
、
社

会
通
念
上
の
交
際
費

の
概
念
よ
り
も
幅

広
く
、
例
え
ば
、
接
待
を
す
る
場
所
ま

で
の
交
通
費
、
社
内
旅
行

の
費
用
、
忘

年
会

の
費
用
等
も
、
状
況
に
よ

っ
て
は

交
際
費
等
と
な
り
ま
す

の
で
、
注
意
が

必
要
で
す
。

３
　
一父
際
費
の
隣
接
費
用

次

の
も

の
は
隣
接
費
用
と
し
て
、
交

際
費

の
範
囲
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
の
で
、

区
分
を
明
瞭
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

①
　
専
ら
従
業
員

の
慰
安

の
た
め
に
行

わ
れ
る
運
動
会
、
演
芸
会
、
旅
行
等

の
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用

②
　
会
議
に
関
連
し
て
、
茶
菓
、
弁
当

そ

の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
飲
食
物
を

供
与
す
る
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用

③
　
新
聞

・
雑
誌
等

の
出
版
物
ま
た
は

放
送
呑
組
を
編
集
す
る
た
め
に
行
わ

れ
る
座
談
会
そ

の
他
記
事

の
収
集

の

た
め
に
、
ま
た
は
放
送

の
た
め
の
取

材
に
通
常
要
す
る
費
用

④
　
カ
レ
ン
ダ
ー
、
手
帳
、
一扇
子
、
う

ち
わ
、
手
拭

い
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類

す
る
物
品
を
贈
与
す
る
た
め
に
通
常

要
す
る
費
用

図
示
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
、

隣
接
費
用
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。

食
費
は
、
次

の
算
式

で
計
算
し
た

一
人

当
た
り

の
金
額
が
五
千
円
以
下
の
費
用

が
封
象
と
な
り
ま
す
。

し
た
が

っ
て
、
個

々
の
得
意
先
等
が

飲
食
店
等
に
お

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ど

の

程
度

の
飲
食
等
を
実
際
に
行

っ
た
か
ど

う
か
に
関
わ
ら
ず
、
単
純
に
当
該
飲
食

等
に
参
加
し
た
人
数

で
除
し
て
計
算
し

た
金
額
で
判
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

Q2色 身講患猫響廊蛮壊こ腺惹鰍譲g〓 飲A

飲食費として支出した合計額
≦ 5,000円

その飲食等に参加した人数
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交際費にならない !!

3-11月 号


